
福岡こども短期大学における研究活動の不正行為防止規程 
 

 

（目的） 

第１条  この規程は、福岡こども短期大学（以下「本学」という。）における「研究活動の不正行為」 

         に対する申立て制度、不正行為防止のための教育・啓発活動及び当該研究活動に関わる資金配分機 

関等への報告等を定めることにより、本学における研究倫理の維持と向上に資することを目的とす 

る。 

（定義） 

第２条 この規程において「研究活動の不正行為」とは、研究活動又はその研究の発表の過程におけ 

る次の各号のいずれかに該当する行為（悪意のない誤り及び意見の相違によるものと見なされるも 

のを除く。）を言い、その用語の定義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。 

（１） 捏 造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 

（２） 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行うことにより、データ、研究活動によって

得られた結果等を真正でないものに加工すること。 

（３） 盗 用  他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該

研究者の了解若しくは適切な表示なく流用すること。 

（４）  研究費の不正使用 本学におけるすべての研究において、研究費の使用ルールを逸脱して、研 

究費を使用すること。 

（５） 第１号から前号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害 

２ この規程において「研究者等」とは、本学において研究活動に従事する教職員、学生、その他本

学の施設設備を利用するすべての者をいう。 

（研究者倫理総括責任者等） 

第３条 本学に研究者倫理総括責任者（以下「総括責任者」という。）を置き、総括責任者は学長とす 

る。 

２ 総括責任者の下に、研究者倫理副総括責任者（以下「副総括責任者」という。）を置くものとし、 

副総括責任者は学科長をもって充てる。 

（研究活動の不正行為に対する申立て） 

第４条 研究者等（その者が退職等により研究者等でなくなった場合を含む。第１６条及び第１７条

において同じ。）は、本学において、研究活動の不正行為を発見したとき、又は研究活動の不正行

為があると思慮するに至ったときは、申立書（別紙様式第 1）により、調査を申し立てることがで

きる。 

（申立て窓口） 

第５条 前条の申立ては、通報窓口（庶務課）担当者へ提出する。 

２ 通報窓口（庶務課）担当者は、その申立書の内容に不備がないことを確認して受理するとともに、 

速やかに、その旨を副総括責任者に報告するものとする。 

（予備調査委員会の設置等について） 

第６条 副総括責任者は、前条の規定により申立てを受理したときは、予備調査委員会を設置する。 

２ 予備調査委員会は、委員長及び委員若干名から組織するものとし、副総括責任者が指名する。 

３ 副総括責任者は必要と認めるときは、本学以外の者に委員を委嘱することができる。 

４ 予備調査委員会は、委員長が招集する。 

５ 予備調査委員会の事務は、内部監査担当者が行う。 

（予備調査の通知等） 

第７条 副総括責任者は、予備調査委員会が予備調査を実施することを決定した場合には、当該申 

立てをした者（以下「申立者」という。）及び申立ての対象となった者(以下「被申立者」という。) 

 

 

 

 



 

         に対し、予備調査の開始を通知する。予備調査を実施しないことを決定した場合には、申立者に通 

     知する。 

２ 副総括責任者は、関係する研究者等に対し、それらが保有する資料の保全を命令することができ

る。  

（予備調査） 

第８条 予備調査委員会は、予備調査を開始すべきか否かを検討し、その結果を副総括責任者に報告

する。 

２ 予備調査を実施することを決定した場合には、予備調査委員会は直ちに予備調査を開始しなけれ

ばならない。 

３ 予備調査委員会は、第１２条に規定する調査（以下「本調査」という。）の必要性の有無を判断す

るための調査（以下「予備調査」という。）を行う。 

４ 予備調査は、前条第２項の規定により保全された資料若しくは自ら収集した資料を精査し、研究

者等から事情聴取することにより行う。 

５ 予備調査においては、被申立者に対して、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならな

い。 

６ 予備調査委員会は、予備調査を開始した日から起算して原則４５日を経過する日までに予備調査 

を終了し、その結果を書面にて申立者及び被申立者に開示するものとする。 

７ 申立者及び被申立者は、前項の規程により開示された予備調査の結果に不服があるときは、その 

予備調査結果が開示された日から起算して 15日を経過する日までに不服申立書（別紙様式第 2）を 

委員長に提出することができる。 

８ 予備調査委員会は、予備調査を開始した日から起算して原則６０日を経過する日までに予備調査 

の概要、本調査の必要性の有無についての判断根拠等を記載した予備調査結果報告書を作成し、副

総括責任者に提出しなければならない。但し，特に事由がある場合には期限の延長を認めるものと

する。前項の規定により申立者及び被申立者から不服の申立てがあったときは、その不服申立書を

併せて提出するものとする。 

（予備調査の報告） 

第９条 副総括責任者は、前条第８項の規定による予備調査委員会から本調査の必要性が認められた 

との報告を受けたときは、速やかに総括責任者へ報告する。 

２  総括責任者は、前条第８項の規定による予備調査委員会から本調査の必要性が認められなかった

との報告を受けたときは、その旨を予備調査に関係した全ての者に通知するとともに、必要に応じ

て被申立者の不利益の発生防止のための措置を講ずる。 

（本調査委員会の設置等） 

第１０条 総括責任者は、前条第１項の規定による報告を受けたときは、本調査委員会を設置する。 

２  本調査委員会は、申立て内容について、研究活動の不正行為があったかどうかの認定を行い、研

究活動の不正行為があったと認定したときは、当該研究活動の不正行為に関わる者の特定、当該研

究の不正行為の範囲の把握、必要な措置案の策定等を行う。 

３ 本調査委員会は、委員長及び委員若干名を以て組織するものとし、委員長及び委員は総括責任者

が任命する。 

４ 前項の規定にかかわらず、総括責任者が必要と認めるときは、本学以外の者を委員として委嘱す

ることができる。 

５ 本調査委員会は、委員長が招集する。 

６ 本調査委員会の事務は、内部監査担当者が行う。 

（本調査の通知等） 

第１１条 総括責任者は、本調査委員会を設置したときは、申立者及び被申立者に対し、調査の開始

を通知する。 

 

 

 



 

（本調査） 

第１２条 本調査委員会は、直ちに調査を開始しなければならない。 

２  調査は、予備調査結果報告書又は自ら収集した資料を精査又は教職員等から事情を聴取すること 

により行う。 

３ 調査においては、被申立者に対して、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。 

４ 本調査委員会は、調査を開始した日から起算して原則５０日を経過する日までに調査を終了し、

その結果を書面にて申立者及び被申立者に開示するものとする。 

５ 申立者及び被申立者は、前項の規定により開示された調査の結果に不服があるときは、その調査 

結果が開示された日から起算して１０日を経過する日までに、不服申立書（別紙様式第 2）を本調

査委員会委員長に提出することができる。 

６  本調査委員会は、調査を開始した日から起算して原則６０日を経過するまでに本調査の概要、研

究活動の不正行為があったかどうかの認定根拠等を記載した調査結果報告書を作成し、総括責任者

に提出しなければならない。但し、特に事由がある場合には期限の延長を認めるものとする。前項

の規定により申立者及び被申立者から不服の申立てがあった場合にあっては、その不服申立書を併

せて提出するものとする。 

（措置） 

第１３条 総括責任者は、前条第６項の規定による報告に基づき、研究活動の不正行為があったと認 

めたときは、その調査の概要等を公表し、当該研究活動の不正行為に係る研究成果等の修正勧告等 

の適切な措置を講ずるものとする。 

２ 前項の措置決定による懲戒処分は、教職員就業規則及び学則等による手続を経て行う。 

３  総括責任者は、前条６項の規定による報告に基づき、研究活動の不正行為があったと認められな 

かったときは、その旨を本調査に関係した全ての者に通知するとともに、必要に応じて被申立者の 

不利益の発生の防止のための措置を講ずる。 

（関係者への協力依頼） 

第１４条 次の各号に掲げる者（以下この条件において「研究者倫理総括責任者等」という。）の区 

分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項について関係者に協力を依頼することができる。 

（１）副総括責任者 第７条第２項の規定による資料の保全 

（２）予備調査委員会委員長 第８条第４項の規定による事情聴取 

（３）本調査委員会委員長 第１２条第２項の規定による事情聴取 

２  前項の場合において研究者倫理総括責任者等は、前項の規定による協力依頼と併せて次条及び第 

 １７条に規定する事項についても協力を要請するものとする。 

（被申立者に不利益をもたらす行為の禁止） 

第１５条 研究者等は、総括責任者が第 13条第 1項の規定に基づき講ずる措置を除き、被申立者に 

不利益をもたらす行為をしてはならない。 

（協力義務） 

第１６条 研究者等は、予備調査委員会及び本調査委員会の調査等に協力しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第１７条 研究者等は、この規程による研究活動の不正行為の調査等に関して知り得た秘密を漏らし 

 てはならない。 

（教育・啓発活動について） 

第１８条 総括責任者は、不正防止推進部門担当者をして、学術研究のあらゆる面において不正行為 

を許さない環境を醸成するとともに研究者倫理を周知するために、教育・啓発活動に努める。 

 

 

 

 

 

 



 

（当該資金配分機関等への報告について） 

第１９条 調査委員会報告については、調査された研究等の遂行にあてられた研究費の当該資金配分 

機関へ報告する。なお、被申立者が他の機関に在籍していた場合には当該所属機関へも報告する。 

第２０条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他研究活動の不正行為の防止等に関し必 

要な事項は、別に定める。 

 

 

 

 

 

 附則 

 この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別紙様式第１） 

 

申立日 平成  年  月  日 

 

 

申   立   書 
 

研究者倫理副総括責任者 殿 

 

所 属 

氏 名          印 

連絡先 

 

 

 福岡こども短期大学における研究活動の不正行為防止規程第 4 条に基づき、下記の研究活動の 

 

不正行為について申立てを行います。 

 

 

１ 被申立者の所属、氏名 

所属           氏名 

  

２ 不正行為の種類（捏造・改ざん・盗用・研究費の不正使用等の別） 

 

 

３  不正行為の内容 

 

 

 

４ 不正行為の発生時期 

      年  月 

 

５ 不正行為の発生場所 

 

 

６ 証拠書類 

 

 

７  対象研究資金について（わかる範囲で記入下さい） 

   助成機関名： 

   資金名称等： 

   課  題  名： 

番      号： 

 

８ その他参考となる事項（記述は任意とします） 

 

 

 

 

（悪意に基づいた申し立てでない限り、本申立書の機密は保護されます。） 



 

（別紙様式第２） 

 

申立日 平成  年  月  日 

 

 

不  服  申  立  書 
 

予備調査委員会委員長・本調査委員会委員長 殿 

 

所 属 

氏 名          印 

連絡先 

 

 

 

 福岡こども短期大学における研究活動の不正行為防止規程第 8条第 7項及び第 12条第 5項の規定 

に基づき、平成  年  月  日付で開示のありました（予備調査結果・本調査結果）について下 

記のとおり不服を申立てます。 

 

 

 

１  不服申立に係る箇所 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  不服の理由（具体的に記述すること） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                     


